
座 談 会「「格格差差社社会会のの代代案案ととはは」」
出席者：後藤道夫（ごとうみちお、都留文科大学教授）

中嶋陽子（なかじまようこ、大阪市立大学講師）
前澤淑子（まえざわとしこ、東京民医連事務局次長）

司 会：石塚秀雄（いしづかひでお、研究所主任研究員）

●格差社会とは何か

石塚 最近、いろいろな雑誌などで「格差社会」
がテーマで取り上げられ
ています。
最初に皆様に、格差社

会の意味、現状認識につ
いて一言ずつお願いしま
す。次に皆様が関わって
いる格差社会の中での取
り組み、問題点について、
そして３番目に、いわゆ

る格差社会がもたらす問題についての対応策、打
開策にどういうことが必要か、そして最後に当研
究所からの希望でありますが、非営利・協同セク
ターの役割があるとすれば何が果たせるのかにつ
いて、お話しいただければと思います。それでは
後藤先生からよろしくお願いします。

後藤 格差が大きな話題になったのは、確か２００５
年の秋冬くらいだと思い
ますが、小泉首相が最初
に「格差は高齢者問題を
除いては開いていない」、
次に「格差があって何が
悪い」と居直ってジャー
ナリズムに格好の材料を
提供したのです。その後、
ジャーナリズムが格差を

取り上げる勢いは、全然衰えていません。衰えな
い理由ですが、必ずしも、ヒルズ族のような人が
大量にもうけて良い暮らしをしていて不愉快だ、
ということが問題になっているのではない。世間

の格差問題への関心の中心は貧困だと思います。
常識的な社会生活を送ることが不可能な貧困状態
になっている人が増えたということ、これが国民
の関心の中心なのだと思います。常識的な社会生
活が可能な人たちと不可能な人たちとの間の格差、
これを格差という言葉でよぶのが本来の使い方か
どうかわかりませんが、たぶん国民の最大の関心
ポイントはそこなのだろうと思います。私は敢え
て「絶対的格差」と名前を付けています。格差問
題の中心は絶対的格差の問題です。
そもそも小泉さんが反論している「格差一般」

などというものは問題になっていないと思います。
そう言っている人は誰もいない。絶対的格差が拡
大していることがまず問題ですが、相対的格差も
広がっている。しかし、相対的格差の拡大もいつ
でも問題となるわけではない。現在の相対的格差
拡大は、富裕・富の蓄積が貧困の増大を条件にし
ているから問題なのです。構造改革は規制撤廃と
公的セクターの縮小で、富裕拡大の条件を大幅に
作り出したのですが、それが他方で貧困拡大の条
件ともなっていったわけです。その意味で構造改
革は絶対的格差と相対的格差とを結びつけて両方
を増大させたという、ここが問題となるわけです。
誰も格差一般の議論などしていない。
絶対的格差は、敢えて言えば医者にかかれるか

否かの格差、学校に行けるか行けないか、住む家
が安定してあるかどうかの話でして、相対的格差
というのは敢えて言えばカローラかベンツかとい
う問題です。カローラとベンツの格差が大問題だ
なんて誰も言わないわけです。そもそも絶対的格
差は存在すべきではない問題で、これは憲法２５条
の生存権の規定から言っても明らかだろうと思い
ます。

特集：格差社会と非営利・協同セクター
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結局、問題になっている最大のポイントは、貧
困がすごい勢いで広がっていることだろうと思い
ます。では最近どういうふうに貧困が広がってい
るのかということですが、貧困世帯急増問題の中
心は明らかにワーキング・プアの拡大にある、と
いうのが私の理解です。高齢者の貧困世帯も絶対
数としては増大していますが、高齢者世帯自体の
急増が主な原因で、高齢者の貧困率そのものは、

ここ数年間変化していません。絶対数が増えたの
で貧困世帯も増えたというのが高齢者の貧困の構
造です。また高齢者の場合は、構造改革により家
計の支出が増えたのが貧困増大のもう一つの原因
です。
しかし、国民が最も心配しているのは、きちん

と働いているのに最低限の生活もできない世帯、
つまり勤労貧困世帯（ワーキング・プア）の急増

ａ．「主な世帯収入の種類」別世帯数の変化（９７年、２００２年就業構造基本調査）

総数

①賃金・給料が主な世帯

②雇用保険が主な世帯

③農業収入が主な世帯

④農業収入以外の事業収入が主な世帯

⑤内職収入が主な世帯

⑥家賃・地代が主な世帯

⑦利子・配当が主な世帯

⑧年金・恩給が主な世帯

⑨仕送りが主な世帯

⑩その他の収入が主な世帯

１９９７年

４６，２５０，０００

３０，６９５，０００

１７２，０００

７８１，０００

３，８０６，０００

３１，０００

３７１，０００

４０，０００

７，２６７，０００

１，８５９，０００

８１３，０００

２００２年

４９，６０５，０００

３０，３４７，６００

３８５，９００

６５３，４００

３，４２２，５００

２８，６００

４３５，８００

３２，２００

１０，５３４，５００

１，８４５，１００

１，３３１，８００

増減

＋３３６万

－３５万

＋２１万

－１３万

－３８万

＋ ６万

－ １万

＋３２７万

－ １万

＋５２万

ｂ．生活保護基準以下の雇用労働者世帯の推計
＜貧困基準＞
生活保護被保護者全国一斉調査０２年 各世帯ごとの最低生活費計算値全国平均

１人世帯１１５万円、２人１９２万、３人２６１万、４人３１６万、５人以上３８４万
＜給与収入換算 １９０万 ３００万 ３９４万 ４６３万 ５４８万＞
（直接税・社会保険料は換算していない）

雇用者世帯＝ ①「賃金・給料が主」な世帯 ＋ ②「雇用保険が主」な世帯
（３０６９．５万世帯・３０３４．８万世帯） （１７．２万世帯・３８．６万世帯）

基準以下 １９９７年 ４４９．２万世帯 １４．６％ ２００２年 ５７５．５万世帯 １８．７％
① ４３９万世帯 １４．３％ → ５５２ 万世帯 １８．２％
② １０万世帯 ５９．４％ → ２４万世帯 ６１％

＊「その他の収入が主」な世帯 １９９７年 ２００２年
上記貧困基準による貧困世帯数 ６６．０万 ８１．２％ １０９．５万 ８２．３％
給与収入に換算しない同上基準による貧困世帯数 ５１．１万 ６２．９％ ８７．７万 ６５．９％
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です。ワーキング・プアが急増するという事態は、
ここ何十年かの日本では経験がないわけです。
前頁の表は、ワーキング・プアの規模とその変

化の様子について、就業構造基本調査を基にして
試算を試みました。
生活保護基準を貧困基準にしてみたのですが、

それもいろいろな計算の仕方があるので、とりあ
えず毎年おこなわれる生活保護被保護者全国一斉
調査のデータを基にしました。この統計では、各
被保護世帯の最低生計費を福祉事務所が計算した
全国平均が、世帯人数ごとに出ます。これは「所
得」のレベルの数字ですので、給与の「収入」に
換算しますと、１人世帯が１９０万円、２人世帯で
３００万円、３人世帯３９４万円、４人世帯４６３万円、
５人以上５４８万円という数字になります。なお、
この基準は直接税と社会保険料を考慮に入れてい
ませんので、実際の貧困率はさらに高くなるはず
です。
これで雇用労働者世帯の収入分布を分析してみ

ました。就業構造基本調査では、主な世帯収入の
種類を聞いています。そのなかで「賃金・給料が
主」と「雇用保険が主」と答えた世帯を、合わせ
ると９７年が３０８７万世帯、０２年が３０７３万世帯になり
ます。日本の総世帯数が２００２年で約５千万弱です
から、最大多数グループです。そのなかで、この
基準以下を計算すると１９９７年に４４９万世帯で
１４．６％だったのですが、２００２年には５７６万世帯で
１８．７％になっています。
これ以外に「農業収入が主」や「農業以外の事

業収入が主」という世帯も絶対数が大きく減って
いるとともに貧困世帯の比率も増えています。
これは深刻だなと思ったのが、「その他の収入

が主」というグループのデータです。この調査は、
さまざまな勤労収入から、利子・配当、家賃・地
代、年金等、仕送りなど、経常的な世帯収入の種
類をほとんど並べているのですが、それ以外を「そ
の他の収入が主」と分類しています。この分類は
９７年も０２年も変わっていませんが、この「その他
の収入」というグループが大変な貧困率を示しま
す。先ほどの貧困率の基準で行くと９７年が８１％、
０２年が８２％というとんでもない数字です。このグ
ループは明らかに働いていない人がほとんどなの
で、給与収入に換算しない基準で計算しても、な

お６３％と６６％という貧困率になります。このグル
ープは９７年に８１万世帯だったのですが、０２年に１３３
万世帯と５２万世帯増えました。
就業構造基本調査報告書の説明では、「その他

の収入」は「生活保護など」となっているのです
が、実際には、世帯主年齢の分布を見ますとまっ
たく違います（図１）。世帯主年齢で見ますと５０
歳代、６０歳代前半がピークになっていまして、だ
いたい３０代～５０代の世帯主世帯を中心に、この５
年間で５２万世帯増えているわけです。このグルー
プは働き盛りの年齢層では６８％が就業希望で４３％
が求職中でして、しかも生活保護基準よりもはる
かに低い収入です。明らかに生活保護からも取り
残されたワーキング・プア底辺層、あるいは勤労
境界層世帯をたくさん含んでいるのだと思います。

実はこの５年間で現に就業中の勤労世帯が全体
で８６万世帯減っているのですが、「雇用保険が主」
という世帯と「その他の収入が主」という世帯が
合わせて７３万世帯増えているのです。つまり勤労
でまともに収入を得る世帯が８６万世帯減って、雇
用保険とその他が７３万世帯ほど増えた。雇用労働
者であるワーキング・プア―この中には雇用保険
もはいっていましたが、少数派でした―よりもさ
らに厳しい状態にあるワーキング・プアあるいは
その底辺層が大量に増えたというのがはっきりし
ています。あとで議論になるかと思いますが、こ
のグループは医療にかかる権利をほぼ剥奪された
り、学校に行く権利を崩され始めたりしている状
態です。
また、ワーキング・プアの結婚問題について男

性でみますと、３００万円未満できれいに線が引け
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ます（図２）。就業構造基本調査の再集計ですが、
３０～３４歳の男性で、有配偶率が５０％をこえるのは、
年収３００万円以上です。３００万円未満の有配偶率を
平均すると３８％程度になりますが、国勢調査を使
うと３０～３４歳男性の有配偶率は５５％くらいですか
ら、はっきりとした差があります。有配偶率と年
収のグラフはきれいに右肩上がりになっているわ
けですが、これが昔からこういう構造なのか、現
在だけこういう構造なのかはデータが出ていない
のではっきりしません。はっきりしているのは、
収入が少なくて結婚できないという男性がかなり
の数いるということです。年収３００万円未満の３０
～３４歳男性は、９７年が５０．５万人１３．７％でしたが、
０２年には８８．５万人２１．５％に増えています。
ちなみに、ホームレス男性の中心は５０代、６０代

だろうと思いますが、その５割程度は、１度も結

婚していないというデータがありますね。今の話
は、この数字とつながる可能性があるのではない
かと思います。貧困の激化に対する抵抗力がない
状態が、家庭をもてない男性の場合かなり顕著に
現れると思いますが、その初歩の段階がすでに大
量現象として現れ始めているのではないかという
懸念です。
とりあえず、貧困が激しくなっているという問

題提起をさせていただきました。

石塚 ありがとうございました。キーワードの一
つとしてワーキング・プアの存在ということが格
差社会の本質的な部分を作っているのではないか
という点をお話しいただきました。続いて中嶋先
生お願いします。

中嶋 後藤先生に経済的問題についてはお話しい
ただき、私も全くその通りだと思うので繰り返し
ません。私の方からは実際のホームレス支援を行
っている方やそれに関わるＮＰＯで働いている
方々を見ていると、経済的な貧困が具体的にどう
いう日常生活の困難として現れるかという、割と
感性的なことをかいま見させてもらうことが多い

ので、いくつかご紹介したいと思います。
一つめはよく言われることですが、各種の社会

サービスに対する供給を受けづらくなるという問
題があります。これは公的なものに対する敷居の
高さ、アクセスの能力の問題があると思います。
この問題については従来いろいろな支援団体の
方々、たとえば生活と健康を守る会などが蓄積を
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されてきたと思います。
二つめは、最近はいろい
ろなボランティア団体や
ＮＰＯも増えているので
すが、そういう民間の社
会資源に対しても貧困層
の方というのはアクセス
が弱い。三つめは、二つ
めと関連すると思います

が、情報格差が大きく関わってくると思います。
ですから実際の生活を営んでいく上で困ったと

き、個人レベルで格闘してみようとするところで
「どうしていいのかわからない」という人が非常
に増えているという実感があります。これが格差
社会というときの具体的な現れの一つです。
さらに、いろいろな団体がＮＰＯ化されていく

ような時に、福祉系社会サービス系団体で働いて
いる方々がきわめて不利な経済条件で働いている。
国会議員が見学に行くような、関西では有名な自
立支援センターがあるのですが、そこの職員さん
も気概を示して非常にすばらしい仕事をされてい
ますが、実際はほとんどが臨時の職員です。年収
も後藤先生がおっしゃったようなあたりをボーダ
ーとしていて、「次のステップをどうしようか」
とアメリカ型のステップアップを考えておられる
方もいる。
簡単に言ってしまうと、大量の生活困窮層を支

援する民間の支援団体の良心的な方々も、心意気
には燃えているけれど大量の不安定な就労層にな
って厳しい職業生活を送っておられる、そういう
二重重ねの構造を私は見ています。

石塚 ありがとうございました。経済的な絶対的
貧困とアクセスなどの社会的な格差もあるという
指摘をいただいたと思います。それでは前澤さん、
お願いします。

前澤 私は東京民医連事務局で介護や福祉の現場
で働く人たちと一緒に仕事をしています。小泉構
造改革で社会保障が切り捨てられる一方、「安心
は自己責任」ということでアメリカ型の民間保険
がどんどん入ってきています。なけなしのお金で
何とか保険料を払っている状況です。先ほど後藤

先生が言われて、なるほ
どと思ったのですが、富
裕の拡大の条件が貧困の
拡大で、貧困層はますま
すお金がない。病気にな
っても介護が必要になっ
ても必要な治療もサービ
スも受けられない。高齢
者の生活も大変ですが、

最近実感するのは４０代、５０代の無保険の人たちの
大変さです。病院には具合が悪くてもかかれない、
ぎりぎりの状態で発見されたときには保険証がな
い、保険料を払っていない。なんとか生活保護に
つなげたりするのですが、資産や就労ができるか
らと生活保護が受けられず生活保護以下の基準で
暮らさざるを得ない人たちが増えていると実感し
ています。
最近はマスコミもこの実態を追いかけていて、

私の休暇中にも「国保の件で、保険料が払えなく
て医療を受けられない実態を教えてほしい、資料
がほしい」という連絡を受けました。私たちの発
信していることをマスコミがようやく取り上げて
くれるのかと思う一方、そこまで事態は深刻なの
だとも思います。私たちは０６年６月の第１６４国会
で成立した医療制度改革に反対する署名つきハガ
キを地域に配布していたのですが、成立してから
も返ってきています。昨日届いたハガキには「医
者にかかれず手遅れになって死んでいった母と同
じ思いをする時代がきた。検診の一部負担でお金
がかかる現在の中でも私は本当にきつい。なぜこ
うなったのだろうか」と、こう書かれています。
毎日このことを現場で実感しています。
やはり格差拡大の背景に制度の改悪があり、政

治が格差を拡大していると思います。私たちがど
うすればいいのかという点でも制度が貧困でなか
なか救いきれず、現場では本当に苦労しています。
たとえば国民健康保険の短期保険証や資格証明書
の発行は、２０００年の介護保険実施時に滞納者に対
して義務規定となり、発行数がどんどん増えて東
京都では２００５年には２００２年の３．１倍になっていま
す。資格証や短期証までいかなくても滞納率も
２００５年には２４．１％となり全国１位となっています。
滞納していなくても保険料を払うのがやっとで―
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その方は子どもが学校の修学旅行に保険証を持っ
て行くために、がんばって払っていましたが―病
気になったときに３割自己負担が払えなくて、実
際には使えない保険証になっていることもありま
す。いま、その保険料がどんどん上がっていると
いう状況です。
こういう状況のなかで民医連は非営利・協同の

機関として差額ベッド料をとらないでやっていま
すが、それでも医療費の自己負担分や食費・居住
費はもらわざるを得ません。その負担が払えない
から入院できない、治療できないことになる。そ
うすると、患者さんが減って収入が確保できず医
療機関としての経営が成り立たない、辛い選択で
すが二つの診療所を一つに合併する場合もでてき
ます。
患者さんや地域から私たち自らが医療を遠ざけ

てしまうことになりかねない。どうやって地域を
守りながら経営を維持していくかが大きな課題に
なっています。私たちは地域の医療機関として、
まず地域の命を守ることを第一に考えよう、そし
て経営も維持していこうと頑張っていますが、具
体的には現場の変化が劇的に早すぎてついて行け
ない、対応が間に合わない、そんな実態です。

石塚 ありがとうございました。いまご紹介のあ
ったハガキの方が、なぜこうなったのかと疑問を
書かれていましたが、多くの人がそう思っている
と思います。ワーキング・プアが出てきたりアク
セスが悪くなったり、社会サービスをする人の労
働条件などがフレキシブル化でかなり不安定にな
ってきたりしています。これは私の単純な思いで
すが、こういうことで日本は格差社会を突き進ん
でいくものなのか、どういう社会になっていくの
か、先行きが見えません。この格差をどう処理し
ていくのか、国家や行政はどの辺を着地点と考え
ているのでしょうか。

●格差社会の原因と今後の対応

後藤 原因論と日本の政府がどう対応しようとす
るかという方向性と、両方ですか？

石塚 お願いします。

後藤 ホームレスも含めて貧困がものすごい勢い
で拡大していることと社会保障制度や医療制度が
急速に悪くされている背景は、両方とも構造改革
にあるわけです。構造改革は、経済グローバリズ
ムが生み出す国民の分裂状況を前提して、さらに
それを拡大するわけです。世界的に見ても、先進
国ではものを製造する労働、運ぶ労働の賃金がど
んどん下がっていき、対人サービス型の労働がそ
れに引きずられて緩やかに下がるという傾向を示
しています。一方で賃金が上がっていくグループ
があり、それは多国籍企業の本社機能を担う人た
ちの労働です。クリントンの懐刀だったロバート
・ライシュという学者は「シンボリック・アナリ
スト」という名前を、給料が上がっていくそうし
た人びとに付けました。
そういう人は東京でも確認できまして、就業構

造基本調査によれば９７年から０２年にかけて、役員
をのぞく年収１，０００万円以上の３０歳～４４歳男性の
正規雇用比率は５６，０００人から６８，０００人へと上がっ
ているのです。非常に大きく賃金全体が下がる中
で、年齢が若ければ７００万円以上、年齢が高けれ
ば１，０００万円以上の年収の人の比率はわずか１～
２％ですが上がっています。このグループは明ら
かに多国籍企業本社機能を担う上層精神労働者群
やその周りにいる人々だろうと予測できます。
実際にものを作ったり対人サービスをしたりと

いう労働が下がっていて、ほんの一部の労働者の
処遇が上がっていくという現象は世界的に起きて
いるのですが、とりわけひどいのが日本とアメリ
カだと言われています。日本の場合は、そうした
労働環境の変更が、今までの日本型雇用をたたき
壊すという形で実現しました。日本型雇用という
のは上と下とが激しい格差構造にはならず、真ん
中がふくらんでいる形だったのですが、それを
２００１～０２年の大リストラで解体してしまったと言
い切っていいと思います。長期雇用という規範は
社会的には通用しなくなりました（次頁図３）。
日本の場合は正規雇用から非正規雇用への置き換
えというのが話題になりますが、９８～９９年の大不
況の時と０１～０２年の大リストラの時期を通じて、
１９９８～２００６年でみますと正規雇用が４５４万人減っ
て、非正規雇用が４９０万人増えているのです（次
頁図４）。非正規の給料は正規の約半分ですから、
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それだけ置き換わるということは大規模に低賃金
の人が増えたということでして、同時に、小企業
と大企業の企業規模別賃金格差も大変な勢いで広
がっています。すでに大企業の労働者、とくに男
性労働者の賃金は９９年レベルに戻っていますが、

一方で小企業の賃金は下がり続けているのです
（図５）。その結果、低賃金のところが非常に増
えたわけですね。
また、構造改革は労働者を二極化するだけでな

く中小零細の自営業や小零細企業そのものを大規
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模につぶしました。特に２００１年からの不良債権処
理・企業大リストラの中で５０万ぐらい小零細企業
が減っています。日本型雇用が解体しやすいよう
に法制度がどんどん改められていったこと、正規
を非正規に置き換えるときにパート・アルバイト
ではなくて派遣や契約などの「基幹労働力型」の
非正規を雇いやすいように法制度が次々と変えら
れていった規制撤廃の問題も大きいと思います。
それともう一つは社会保障その他の大変な改悪

ですね。大きく見ると社会保障の需要は拡大して
いるのに保障を大リストラする。両側から責め苦
がやってくる構造になっていて、先ほどのような
問題が起きているのだと思います。
このまま行くとどうなるかということでは、こ

の数年間日本の状況を見ていて意外と抵抗力がな
いなというのが私の印象です。これほど速いスピ
ードでアメリカ型社会になると想定はしていませ
んでした。従来型保守派の抵抗も含めて、もう少
し社会全体に抵抗力があると想定していましたが、
ちょっと甘かったようですね。大変な勢いでアメ
リカ型社会に近づきつつあるというのが印象です
ね。
日本のこれまでの社会保障体制やそれに対する

考え方の大きな特徴は、日本には大量のワーキン
グ・プアはいないという大前提ですべてが組み立
てられていることです。これほどワーキング・プ
アを大量に作り出した社会になってもなお、いる
はずはないという前提で進んでいます。いるとし
たら、たまたま怠け者にすぎない、自己責任を取
ろうとしないとんでもない連中が少数いるからそ
う見えるだけの例外だという姿勢を政府は全く崩

していません。これは率直に言って福祉国家では
ありません。特に１９６０年代後半以降の福祉国家と
いうのは大量のワーキング・プアがいる可能性が
ある、いる場合にどうそれを助けるかという枠組
みを非常に意識的に制度化したものですが、日本
はちょうどその時期に高度成長に寄りかかってい
ればワーキング・プアはいないはずであるという
方向に切り替えたのです。その転換は、７０年代初
頭の政府文書に鮮明に現れています。６０年代後半
から７０年代初頭にできた大きな枠組みです。
それでも、革新自治体の時代に福祉分野が増強

されたり、特に医療については、ぜんたいとして
平等主義的な医療制度がいままで維持されてきた
りしたと思いますが、そういうものを激しく削っ
ているのが今の状態で、率直に言って今のところ
歯止めはみえません。大量に死人が出たら考える
だろうという意見もありますが、もう死人は出て
います。これだけ大量に死人が出てもマスコミが
ちょっと騒ぐだけで、政治的な流れになりません。
この状態がいつまで続くかわかりませんが、国民
の意識がかなりアメリカ型になっているという印
象を受けます。相当の死人が出ていることについ
ても、「知らないよ」という感想を持つわけです。
これは、激しく強い運動が下から出てこないと変
わらないのではないかなという印象です。

石塚 どうもありがとうございます。今のワーキ
ング・プアがいないという考え方で、最近のマス
コミの論調を見ると、ニートである、パラサイト
・シングルである、フリーターであるとかの言葉
で対策として若者の雇用や労働市場を考える節が
どうも濃厚ですが、中嶋先生はホームレスの問題
に取り組まれていますが、そういう人たちと労働
や雇用の問題はいかがでしょうか。

中嶋 私は関東のことは全然知りませんが、関西、
特に大阪では、寄せ場に平均５５歳以上のほとんど
のホームレスの人々がいましたので、若い人は少
ないというのが定説だったのですね。ところがこ
の半年間くらい、自立支援センターのオリエンテ
ーションに明らかに目視でわかる若い人が増えて
います。それはセンターの現場の方もおっしゃっ
ています。しかも、自立支援センターに行くとハ
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ローワークよりある意味懇切丁寧に仕事の世話を
してくれるのですね。自立支援センターはホーム
レスの方が就労自立するのを支援する社会施設で
すので、増えた若い人たちはどこまで本当かはわ
かりませんが、長期間のホームレス経験をしたこ
とがないと言われています。せいぜい１日や２日、
その辺のベンチで寝ていて「自立支援センターと
いうのがあるよ」というのを聞きつけて入所され
たという方も増えていると聞いています。
ですから先ほどニート対策という話もありまし

たが、政府が包括的なことを全然していないので、
いまある施設は非常に貧しい、彌縫策でできてい
る施設ですね。公的であれ、社会福祉法人であれ、
民間の大手のＮＰＯ法人であれ、そういうところ
をつなぎにつないで何とか若い人たちがやってい
こうとしているのが最近の特徴と思います。
なぜそうなるのかと言えば、政策的な問題が一

番大きいとは思いますが、ジャーナリズムも質的、
レベル的に本質に迫らないものが多いので、若い
人もこんなもんだと表象をなぞったことしか理解
できない。だからフランスのＣＰＥについて学生
たちに知らせてあげると「自分たちは本当に必要
な情報を与えられていない」という声が出てきま
す。政治政策論の他にジャーナリズムが襟を正し
てほしいと思います。そういうところが今までの
日本の中で弱い点としてあったのではないかと思
います。
このまま行ったらどうなるのか、抵抗力が弱い

のではないかという意見を関西でも聞きますが、
家父長的な雰囲気を持った保守主義が、小泉さん
の登場でアメリカ化したモダンな形で登場してい
るところが歓迎されてしまった。ところが改革が
あまりにも速い速度で進んだものだから、えっと
いう状況に来ている、という感じを受けます。
抵抗力はぼつぼつと、関西を見る限りでは動き

出している気がします。一つが非常勤講師組合で
の戦いなどがあげられます。小さなものを丁寧に
拾っていったら芽はあるのではないかと思います
ね。

石塚 たしかに我々としては芽を丁寧に拾ってい
くしかないですね。やはり法制度で脇を固められ
て進められてきたので、反撃するにしても新しい

制度をどう作るべきかという代案がないと戦えな
いと思いますね。

前澤 なぜこうなったかというのはよく言えませ
んが、町が壊されていて、隣り同士のつきあいは
ないし、町会も老人会も成立しなくなっていると
いうことが大きいと思います。個が確立している
とも言えますが、やはりそうではなくて、コミュ
ニティでお互いに助け合ってきた日本のいい伝統
を壊して社会保障を切り捨ててきています。きれ
いなビルがどんどん出来ても中ではお互いがバラ
バラというのを何とかしないと、どう再構築して
いくのかが課題なのではないかと思います。
これは運動という面でも同じなのです。たとえ

ば教育基本法改悪反対の運動を、医療改悪反対の
とりくみと同じように出来るかというと、「根っ
こは一緒だね」と確認するのに、一番現場のとこ
ろで結びついているか、共有できているかという
と、どうも違います。
政府のやり方も非常に巧妙ですね。たとえば医

療で大変だったら生活保護を受けられるようにし
て医療費扶助でなんとかつないでいたら、生活保
護はいいよねという世論を作り出し、医療費扶助
でも１割は自己負担を取れといいだしたり、そこ
までやるのかと感じます。今回の医療制度改革で、
療養病床について２０１２年には介護型は全廃してゼ
ロにすると言っているのですが、この事に対して
も、厚生労働省は１９７０年代の革新都政や全国の革
新自治体の流れの中で出てきた老人医療費の無料
化制度が社会的入院を増やし療養病床を増やしお
金がかかっているのだと論理立てしています。こ
ういう意見に論理的にも反論しなければなりませ
ん。そこがちょっと弱いなと思います。こうした
遅れた日本にも、壊された地域を再構築するまち
づくりなどのいろいろな運動が起こってきている
ので、私は諦めずに一歩一歩進めていくのが必要
かと考えます。

●セクター共通の場を作れるか

石塚 当研究所は非営利・協同セクターを重視し
ているのですが、運動の共通意識、共通の場とい
うものをどう作ればいいのでしょうか。現在は労
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働組合、個人、政党などがそれぞれバラバラに動
いているように思いますが、共通の意識や場を作
りあげていかないとこの問題に対して有効な対応
が出来ないと思います。
後藤先生は青年ユニオンの運動に取り組まれて

おりますが、そこから見た格差社会問題との関連
でいかがでしょうか。

後藤 青年ユニオンの支援活動をしてよくわかっ
たことは、労働運動に対する需要が非常に高いこ
とです。率直に言って入れ食い状態で、手をさし
のべればばっと集まります。手をさしのべていな
いだけの話で、日本の労働運動はまだそういうと
ころへ本格的に力を集中していない。まだ正規雇
用で自分たちの身を守るのが精一杯で、非正規雇
用を本気で組織しないと自分の身も守れなくなる
のですが、まだ全然足りない。それでも幹部の方
たちはだいぶ意識的に非正規雇用の組織化へ資源
を集中しようとしていますが、金と人さえあれば
いくらでも組織できます。青年ユニオンが出来る
のは労働基準法並の処遇を勝ち取る以上のことで
はないのですし、まだ２００～３００人の組織ですが、
これが５，０００人の組織になれば地域別、職種別、
業種別、産業別に話が広がってきますから、食え
る賃金を本格的に獲得するという交渉能力が出て
きます。そこまで行けば、労働組合運動全体を再
編成する一つの力にはなり得るだろうと思ってい
ます。しかしまだ非常に遠い話でして、青年ユニ
オンぐらいの組合がいくつかある、というレベル
ではまだまだどうしようもありません。
日本の労働組合運動はほぼ壊滅しているという

認識は必要で、階級闘争という見地からはゼロ状
態に等しいのです。先ほど日本の社会は遅れてい
るという評価がありましたが、私は資本主義的な
営利獲得という意味では恐ろしく進んでいるが、
階級闘争の対抗力が働かなくてバランスがとれて
いないという意味ではひどく遅れているというこ
とだと思います。労働側の階級闘争の力をつけて
バランスをとらないとどうにもならない。１９７４年
がストライキのピークでその後一挙に下がって約
３０年間、日本の民間の労働運動というのはストラ
イキが出来ない状況で推移しているわけですね。
こういうもとではすべての問題がバランスを欠く

状態になるのはほぼ目に見えてくるわけで、それ
が一挙にでたのが最近の状態だと思っています。
たとえば先ほどの医療の保障という話にもつな

がりますが、国民健康保険も国民年金も、今は雇
用労働者中心の制度に実態は変わってしまってい
ます。次頁の表の通り、２００１年に国民健康保険の
一般世帯では、雇用労働者世帯が自営業世帯を上
回りましたし、国民年金でも２５歳～２９歳を取り上
げてみますと、２００３年では、１号被保険者２，２００
万人のうち、自営業は農業を入れても１４％しかい
なくて、雇用労働者が４７％、後は無職と不明とに
なっています。だから実態としては国保・国年は
低収入の雇用労働者を中心とした社会保険に変化
してしまっているのに、保険料の免除所得基準が
異様に低いのです。国民年金の場合、法定の全額
免除基準が生活保護基準よりずっと低い基準（単
身者５７万円、２人世代９２万円、４人世帯１６２万円、
給与所得と仮定した額面年収はそれぞれ１２２万円、
１５３万円、２５７万円）です。
社会保険庁の「不正免除」問題も、なぜ免除基

準がこれほど低いのかは話題にはならなかった。
しかも、この低い基準で、現在でも１３％が正式に
全額免除を受けているわけです。低所得者層の保
険料を免除していないのですから、将来にわたっ
てそういう人たちが基本的に年金を受ける権利を
剥奪している、あるいは非常に制限していること
が明らかです。国保についても、均等割の法定減
額基準が７割軽減の場合、所得基準年額３３万円で
す。これらはすべて生活保護の基準よりも圧倒的
に低いわけです。なぜこういうことが起こるのか、
未だ調べ切れていませんが、国保・国年が自営業
の制度として出発したということと関係があるだ
ろうと思います。それでも、生活保護基準以下と
いうのは変更されなければならないはずなのに、
結局、労働運動が社会保障制度全体をコントロー
ルする力を持っておらず、こういう問題を自分た
ちの問題として正面から戦う力を持っていなかっ
たということだろうと思います。
日本の場合は日本型雇用で企業別労働組合でし

たから、なかなか闘いづらい構造があった。しか
し日本型雇用も崩れ、本格的に日本型雇用ではな
い雇用形態が標準になってきているのですから、
それに見合った労働運動ができて、もはやめずら
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しい特殊な存在ではなくなったワーキング・プア
の社会保障をきちんと作らせる、もちろん社会保
険もきちんと適用される当たり前の状態にしてい
かないとどうにもならない時代になってきたと思
っています。
社会保険庁の「不正免除」ということに対して、

なぜあれを不正というのかと私は大変腹を立てて

います。社会保険事務所の労働者が、明らかに全
額免除基準以下のかなりの人たちが未納のままで
は権利がなくなる、だからと、ある種のお節介を
したわけです。それを上の人たちが自分の成績を
あげるために大規模に意識的に利用した。ところ
がそういう基礎的な構造をジャーナリズムは一切
報道しないでいる。ちょっとひどいと思いますね。

☆国民健康保険、国民年金の加入者における労働者世帯の増加
イ．国民健康保険 一般世帯 世帯主職業 （２００１年度で自営等と労働者世帯が逆転）

農林水産 その他自営 被用者 その他 無職 （％）
１９９４年 ８．８ （３６） ２７．２ ２３．１ ２．８ ３８．２
２００３年 ５．３ （２３．９） １８．６ ２６．２ ２．６ ４７．３

ロ．国民年金 一号被保険者（約２２００万人 ２００２年国民年金被保険者実態調査）
自営業・家族従業者２７．９％ 常用雇用１０．６％ 臨時・パート２１．０％ 無職３４．７％
＊．２５～２９歳 自営業等１４．０％雇用労働者４７．３％ 無職３４．１％不明４．５％

石塚 先ほどのジャーナリズムの責任ということ
にもつながる話ですね。一部の新聞では不正では
なくて「不適切」と報道するところもありました
が。しかも年金問題では日本の場合最低２５年間加
入するという条件があり、２５年間はヨーロッパの
制度と比べても厳しいと思いますし、今の若い人
たちがどれだけ加入し続けられるのか心配になり
ます。
労働運動の転換という意味で重要なアプローチ

のひとつに、雇用・労働形態がおかしくなってい
るのに企業の役割をブラックボックスにしたまま
でいいのだろうか、というのがあります。非営利
・協同セクターの議論での社会的企業や社会的責
任企業という、企業そのものを変えていく、ある
いは新しい企業を作っていくという新しい働き方
や雇用形態を積極的に提示していかないと、ただ
政府や企業へ要求するだけでは片付かないのでは
ないかと思いますが、いかがでしょうか。

後藤 私はやはり、まず政府や企業に要求してい
かなければならないと思いますよ。社会的な企業
を作り社会が元気になる条件を拡大していくのが
今の問題を解決するために重要な手段となり得る
のは全くその通りです。しかしそのためには、先

ほど中嶋さんがおっしゃったようなＮＰＯの職員
の人などが、低賃金でひどい状態で働いていると
いう状態、社会的協同セクターの中でもたくさん
起こりうると思いますが、そこを何とかする必要
がある。他の資本主義的な私企業と競争しながら
やっていくわけですから、民医連も含めて低い給
料で我慢して長時間労働でとなるのは不思議では
ないわけです。
私は、ヨーロッパのＮＰＯがそれなりの機能を

果たしているのは国と自治体の金をＮＰＯが運用
する形だからだと思います。日本の場合はそもそ
も公的セクターが弱体で、金を取る力が弱かった
ので自分たちで始めざるを得なかったということ
があります。順番は違いますが、日本でも公的な
カネをきちんと出させないといけない。
低い給料でもなんとか自分たちも生きるために

社会保障や地域の支援を整えていく、たとえば若
い人たちが子どもを生んできちんと育てられるよ
うに保育所を整備する、住宅支援をするといった
制度を社会的に整えていくことをしないとまずい
のではないかと思うのです。そういう条件を整え
ることが、同時にＮＰＯや社会的協同セクターの
活動を活発にさせることにつながるから、地方自
治体や国にまずは要求して行かざるを得ない。
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給料は年収２００～３００万円と低くても、社会的支
援の下で何とか暮らせるという形を作る、支援す
る人々のためだけではなく自分たちのためでもあ
るという社会保障運動を本気でやるＮＰＯや社会
的協同セクターを育てることが両方の課題をつな
げることになると思いますね。

石塚 私もそう思います。まず法制度をきちんと
しない限り問題は解決しないわけですから、国や
自治体との関係を一番いい形にしたいと思うし、
もうひとつ、企業の民主的規制という言い方もあ
りますが、自分たちでいい企業を作っていく積極
性もありかなと思うのです。国や企業に要求する
ときに主体をどう共有していくかという場として、
非営利・協同セクターといいますか、コミュニテ
ィ、地域でのまとまり方を考えないとなかなか勝
てないと思うのです。労働組合だけ、個人や地域
だけバラバラでやっていてはだめではないかなと
思うのです。

後藤 共通の場や課題として、社会保障、教育を
含めた生活全体を成り立たせる条件を作るという
点が浮かび上がってきた気がします。しかもナシ
ョナルミニマムを地方分権で崩そうという動きに
なっていますから、逆に地域ごとに対抗せざるを
得なくなっています。地域ごとの社会保障や社会
的支援をどう充実させていくかというのが広い土
俵になるのではないでしょうか。

前澤 でも、その地域が広域連合や合併でどんど
ん大きくなっていますね。今度の医療制度改革で
国保などの見直しを含めた広域連合というのが作
られていて、いままで国保料は東京都の場合は２３
区で統一だったけれど、東京都全体で統一しよう
という動きになっています。私たちの運動もどう
対応するかという問題があります。また共通の場
が出来ていても、共通の場だという認識をどうつ
くっていくかという課題もあります。

中嶋 私は「個が出来てきている」という前提で
若い人たちの気持ちに内在していく仕掛け作りが
大事ではないかと思います。バラバラだというの
は現象としてありますが、ある意味私たちの方が

一度内在化する作業が必要かなと思うのです。そ
れは学生さんと接していても思うし、ホームレス
支援をしていても思うことで、「これは私たちの
正論なのに、なんで動かないのだろうか」と周り
は焦りがちですね。一緒にやっていかなければな
らないですから、寄り添うということが鍵になる
と思います。
また社会的企業の話がありましたが、私は京都

の「ビッグイシュー」に設立当初から関わってい
ます。あれは大阪のＮＰＯ経験者が立ち上げたの
ですが、日本の場合、社会的企業を始めるときの
意識が従来型の公的な硬直したシステムへの単な
る反発から始まることが多いので、「うまくいく
ためには制度やファンドを育てていくという立場
がなければだめだよ」と話すのですが、そういう
ことが眼中にあまりないのですね。若い方たちも
「ボランティアだし、社会的企業ってかっこい
い」とお手伝いに行くのですが、同じように公的
システムとどう調整するか、交渉するかというの
が発想としてなかなか入らない。それは日本での
社会的企業の歴史の浅さかもしれませんが、そこ
がトリッキーだと感じます。

石塚 日本の場合、ＮＰＯは国家から離れれば離
れるほどいいのだという発想があるから、特に社
会保障や雇用に関しては有効なスタンスがとれて
いないと思いますね。それは社会保障や雇用は国
の公共政策や社会政策と密接な関わりがあるので、
今おっしゃった制度や財政的なファンド、公的セ
クターとどう切り結ぶかがないと出来ないですね。
公権力から離れてやっていけばいいんだという考
えが一部にあるのが問題ですね。
さきほど若い人に寄り添ってという話がありま

したが、最近売れた本に『下流社会』（三浦展著、
光文社新書、２００５年）というのがあります。あの
本によればニートやパラサイト、自分探しをした
いといういわゆる下流の人たちはモチベーション
が低いからそうなるんだということでしたが、自
己実現したい、自分探しをしたいという若者たち
の考えにそれこそ寄り添った方がいいと思います
ね。今の社会の価値観に合わせて労働市場に入れ
ばフツウになりますよ、というのでは問題の解決
にならないです。
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後藤 私はニートやパラサイトのモチベーション
が低いからだとは思わないですよ。

石塚 それは三浦さんの意見でして。

後藤 だからあの本はインチキだと私は思ってい
るんです（笑）。

●必要な支援をする方策を作り出す

後藤 だいたい「ニート（NEET）Not in Employ-
ment, Education or Training」という言葉はイギ
リスから入ってきましたが、日本では非常に悪質
な使われ方をしています。イギリスのニートは失
業者、今は無業でも仕事を探している若者を含ん
でいるのに、日本のニートは仕事を探さない若者
だけに限ったんです。つまり、イギリスでは仕事
を探している若者への援助をターゲットにニート
という言葉を作った。訓練を受けなさいという政
策です。他方、日本では仕事を探さないで家でへ
たり込んでいる若者像を作り出したのです。次に
フリーターという言葉もパート・アルバイトに固
執するものだけを指していて、非正規でももう少
ししっかりした働き方、正規に移りたいとか派遣
や契約や嘱託をやりたいというのは省き、失業者
でもパート・アルバイトだけをやりたいという若
者だけをピックアップした。だから「ニート・フ
リーター」とつなぐと「家でへたり込む若者、い
い加減な働き方に固執する若者」ときれいな像が

出来る。これは非常に意図的な言葉で、一番援助
を必要とする者に援助しないためのイデオロギー
として使われているのです。
そもそも日本型雇用では、学校を卒業した若者

を企業が雇用したら企業が抱えて職業訓練をして
くれたのですが、その職業訓練を放り出して即戦
力ばかり求めるようになったから、一方ではすご
い働かされ方をする人がいて、他方では使い捨て
状態になってしまう。だからどうしていいかわか
らない若者が大量に生まれてきているので、一番
必要な援助はそういう若者に職業訓練をきちんと
受けさせることと、その間の生活を保障すること
なのです。そういう働きたい人たちをわざわざ省
いて「ニート・フリーター」というセット概念を
作って、こういう若者が増えたら日本は破産だと
世の中をあおって弱いものたたきをしているので
す。玄田有史や労働政策研究・研修機構（旧称・
日本労働研究機構）の小杉礼子といった人たちは、
意識的にそうしたイデオロギー政策に乗っている
のではないか。厚労省は必要な援助をしないで、
悪質なことをやっていると思います。
それにニートといっても実は２種類なのです。

団塊の世代２世でかなり長期にわたってへたり込
んで働く意欲が失せてしまっている世代と、今は
一時的に休んでいるというグループです。へたり
込んでいる人たちはほとんど増えていなくて、一
時的に休んでいる若者が増えているのです。非正
規雇用と失業が増えれば、求職活動を一時的に休
む人が増えるのも当たり前です。基本的に問題を
ごまかしながらやっているという印象ですね。

＜１５～３４歳 男性 労働時間分布の変化（１９９７年、２００２年就業構造基本調査）＞

年２００日未満 年２００日以上
３５時間未満 ３５～４２ ４３～４５ ４６～４８ ４９～５９ ６０以上

１９９７ １４７万人 ２５．６万 ２７９万 １６７万 １５７万 １９４万 １３５万

２００２ １６８万人 ３１．４万 ２０８万 １２８万 １５６万 ２４１万 １９１万

＋２１万人 ＋５．８万 －７１万 －３９万 －１万 ＋４７万 ＋５６万
├─→ －１１１万 ←─┤ ├─→ ＋１０３万

＊１．６０時間以上働く２０歳代 男１０７．５万人 女 ２８．１万万人 （０２年）
４９時間超の男性２０歳代は２３８．８万人 ２０歳代正規男性は５０７．２万人

14 いのちとくらし研究所報第１６号／２００６年８月



いま正規雇用で雇われている若い人で精神的に
「壊されている」人が本当に多いですよね。前頁
の表のように９７年と０２年を比較すると、男性１５～
３４歳のところで週３５～４８時間くらいの、割とマイ
ルドな働き方をする人間が約１００万人減って、週
４９時間以上の働き方が約１００万人増えているし、
週６０時間以上働く人が正規雇用の男性２０歳代の５
人に１人です。そういうものすごい使い方をする
から正規雇用はついていけないと思う人が増える
し、正規雇用の若者も、それだけ使われても長期
にその会社が面倒をみてくれるという自信が持て
ない。だから親の世代に比べると比較にならない
高ストレスの中で働いている。我々が高度経済成
長の時代に週６０時間働いても壊れなかったかもし
れないけれど、今の人たちがこういう中で６０時間
働いたら壊れるのは当然で、若い人たちにちょっ
とひどすぎるんじゃないかなと思いますね。

石塚 若い人の職業訓練について、厚労省は企業
に補助を出すドイツ型を考えているようですが、
ある人は企業の役割はそこにはなく国や行政の公
的機関でする、あるいは大学で行うという意見を
出しています。しかし現状は国が熱心ではないた
めに、何らかの仕掛けが必要だと思いますね。

前澤 雇用や就業支援でいうと、石原都政の７年
間で東京都が運営するしごとセンターや技術専門
学校などの予算を、２００１年の２０６億円から２００６年
は１１０億円と、４７％削減しています。さらに、職
業訓練校３校が廃止されています。そして、受け
皿は民間に丸なげしているのです。先ほどの後藤
先生のお話にあった９７年の週６０時間と今の週６０時
間では、働き方が全く変わっていますよね。これ
で人間がおかしくならないはずはない、という感
じを受けます。現役で働く私たちも影響を受けて
いると思います。とにかくお互いに自分の仕事が
忙しくてコミュニケーションがとれない。お互い
のことを思いやることが出来ない関係にどんどん
なっている。かつて全労連のポスターで「家族そ
ろって夕食を」と呼びかけ、そのためには暮らし
方を変えなくてはいけないし働き方を変えなけれ
ばいけないというトータルな問題を提起していま
した。今は個食が当たり前、家族それぞれがバラ

バラな生活になっていますね。

中嶋 学生でもすごく遠方から通ってきているし、
複数のアルバイトをしているなんて、私立大学の
学生では全然珍しくないですね。

後藤 学生でも貧乏学生が増えました。私のゼミ
にも学生だけど週３０時間とか３５時間の仕事をして
いるのが、たいてい、ひとりふたりいますが、も
う、疲れ切っています。

石塚 そうすると職業訓練をするのはどこが担う
べきでしょうか。また働き方が非常に厳しくなっ
ているときに、それを変えるためには労働組合を
重視するのか、企業そのものを変えるのか、一番
有効な組み合わせはどんなものが考えつくでしょ
うか。

後藤 職業訓練でいえば、たとえば専修学校でも
職業訓練がいい加減なところときちんとするとこ
ろがあります。公的資格などを付与する専修学校
ならば、若者に就学援助を出すなどしてきちんと
したところをバックアップする、各都道府県にあ
る職業訓練校を今の１０倍くらいに増やす、職業高
校は総合学科に切り替えていますがむしろ逆で、
職業高校としての機能を残してその上に専攻課と
して４年目を付け加え、地域の若者が別のところ
から来ても訓練を受けられるように予算をつけて
保障する、企業内での訓練システム―欧米で普通
に行われているような企業と労働組合とが話し合
って訓練時間とカリキュラムを決めていくシステ
ム―を奨励して補助金を出すとか、やること出来
ることは山のようにあると思うのです。職業訓練
のプロに聞いたらいくらでも政策は出てくると思
います。
ただ残念なことに労働運動全体が、いままで労

働組合がやらなくても企業がやってくれていたか
ら、そこは労働運動がやらなければならないメイ
ンテーマの一つだという自覚が少ない。早くこれ
を突破しないと大変なことになると思いますね。
民放労連や出版労連はある程度、技能訓練という
ことをやってきましたが、日本の中でそういうこ
とをやる意義がとりわけ大きいのは医労連だろう
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と私は思います。

前澤 民医連でも看護師不足、医師不足が深刻で
す。民間営利の派遣業者が、就職したら年収の○
割をよこせという成功報酬を要求する状況です。
私たちは、民医連医療や看護を熱く語る人海戦術
でいくのですが、その中で強くアピールするのが
「復帰プログラム」です。５５万人の資格はあるけ
れど働いていない潜在看護師がいる中で、ベッド
が減れば看護師は充足すると厚労省は言っていま
す。しかし保育園などの働く条件を整えるという
ことは言わない。そういう中で民医連は「あなた
が現場復帰するためのプログラムがあります」と
呼びかけています。働きたいけれど働けない人が
いる中で、復帰プログラムや訓練は現場に戻るプ
ロセスで非常に大切です。以前イタリアでみたの
ですが、年金者組合の人たちが職場復帰プログラ
ムにかかわり「自分が持っている技術をあの子た
ちに早く伝えたい」と生き生きとしている。日本
でもこれから団塊の世代がリタイアする中で、た
とえば職業訓練のボランティアなど、独自にもっ
と何かできないかなと思いますね。そうすれば安
心して働ける条件づくりになるかなと思います。

後藤 たとえば地域の医師会と地域の医労連とが
共同出資してＮＰＯを作って、ＮＰＯが地域で働
く看護師全体の労働条件と訓練プログラムを管理
するようなことができたら、中小病院が息を吹き
返すきっかけになるのではないか思いますね。そ
ういう腕力を持っている最大の単産は医労連だと
思います。

中嶋 京都・大阪の例では大阪保険医協会が元気
ですね。「この指止まれ」ということを誰かがお
っしゃれば、誰かしら乗ってくると思いますね。
先日ホームレスの医療支援を京都でやろうと民医
連の方と話していたら、組織としてはなかなか動
きづらいという話になりました。私は大阪に出入
りしていますから大阪保険医協会の人が来てくだ
さることになって、「大阪の人が京都に応援に来
るよ、交流できるよ」といろいろと連絡したら、
京都民医連でも手伝いに来てくださる方が何人か
出てきました。民医連でもたぶん、他の団体との

タイアップは、最初はぎくしゃくするかもしれな
いし相手との距離感がわからないかもしれないけ
れど、相手とどのように協力できるのかというコ
ーディネーターの能力が、社会を少しでもよくし
ようとする人たちには、必要とされているなと思
います。

前澤 東京では、ホームレスの人たちに支援団体
が新宿公園を中心に毎月１回炊き出しと健康チェ
ックを医療支援として行っています。そこには民
医連の職員も自主的に参加しています。

中嶋 私がとても印象的だったのが、０５年１０月３０
日に大阪で統一行動をやったのですが、そのとき
に民医連の事務局次長さんとお話したらとても謙
虚な方だったのです。どちらかというと「私がや
りました！」という方が伝統的に京都には多い印
象ですが（笑）、その方は「私たちは大阪保険医
協会さんに勉強させてもらっている」とおっしゃ
っていて、その後、支援を始められた。そういう
スタンスがとれる方が団体におられるかどうかが、
個人の資質に帰属させてはいけないかもしれない
けれど、他の団体と協力する際には必要なポイン
トになるのではないかなというのが一つです。
またもう一つ、統一行動の時に民医連の事務局

の方が奨学生を連れてこられていて、医学部の勉
強だけではわからないようなことをたくさん話し
ておられた。こうして、いろいろなことを考えら
れるお医者さんになるのかなと印象的でした。こ
ういう長所を上手にアピールできると、少々条件
が悪くても「あそこは働きがいがある」と盛り返
せるのかなと思いますね。

後藤 労働運動でも小さな労組でおもしろい動き
があります。全労連系ではない、ある地域労組が、
労働相談のボランティアを募りました。公募した
ら結構たくさんの人が来ました。たとえば社会保
険労務士で、こうした良心的な仕事をやってみた
いという人が来たり、昔、労働法を学んだが働い
てつぶされ、今は訓練期間中なので慣らし運転の
つもりでやってみたいという人がいたりしました。
メールで労働相談をするのですが、これがきちん
と成立しているのです。「労働組合がボランティ
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アを雇って労働相談に答える？」と、私などはち
ょっと意外に思いましたが、しっかり回転してい
る。おもしろいとますますのめり込む人も出てき
ているというのを、労組の方にお会いして話を聞
いて仰天しました。
さきほど中嶋さんがおっしゃった「寄り添う」

ことですが、若者に労働組合の話を聞いてみると、
労組の上の世代の人たちに寄り添う能力がまった
くなくて、それが遠ざけている例がかなりありま
すね。例えば非正規雇用でかなり苦労して労働組
合にたどり着いているのに「非正規みたいないい
加減な働き方を、君はいったいいつまでやってい
るんだ」とか真面目に本気で説教してしまう人が
いたりする。最近はそれでもだいぶ減りましたが、
かつては少なくなかったのです。また相談に来た
若い人は自分の職場を変えられると思っている人
なんてほとんどいないし、もともと職場を動いて
いるから固執する必要はないわけで「金を取った
らこんな会社、すぐ辞めてやる」と言うわけです
が、すると「君は自分の職場を変える気がないの
か」とまた説教が始まったりしてね（笑）。二重
三重にずれていて、その若者は労組に二度と来な
くなる。上の世代の人たちでも寄り添う感性を持
った人もいますが、そうではない人をそういう部
署においては駄目ですよと私は露骨に言っていま
す。
首都圏青年ユニオンの諸君は、自分の問題が解

決しても辞めないですね。通常はそういう駆け込
み寺は解決したら辞めるのに、どうして辞めない
のかと話題になっていますが、若者の居場所にな
っている、気楽にいろいろな話が出来る場所とし
て認知されているらしいです。これが理由のひと
つで、もう一つは「自分は今後もいろいろ職場を
動く可能性があるから、同じことが起こるかもし
れないので保険をかけておこう」という保険意識
です。昔の労組から見れば保険とは何だ、けしか
らんとなるのですが、私から見れば積極的に評価
すべきことで、よろしいと思います。ある意味で
労働組合は保険でいいと思いますし、労働組合の
ダブル加盟も全く構わない。法律上の問題は全く
ありませんからね。

中嶋 自分たちが使いこなす、という気持ちです

ね。

前澤 保険意識に関連するのですが、民医連には
生協や友の会といった共同組織があります。ここ
に入っていると安心という保険意識があります。
壊されたまちを復活させるような地域の協同と連
帯をどれだけ作れるかということでは、数人の班
をいくつも作る、ということを追求しています。
班ではいろいろなことをやっています。健康チェ
ックはもちろんですが、フリーマーケットや、お
しゃべり、ものづくりなど何でもありです。地域
で暮らしていく上での助け合いや共同の推進、共
同組織を大きくしてもっともっと地域で助け合え
る組織を作っていきたいと思います。

●共通意識と共通の場所作りを

石塚 ヨーロッパと比較して日本に欠けていると
思うのが、まず下からの影響力を持った法制度へ
の働きかけの意欲が弱いこと。次に国や行政との
関係の活用、資金を得たり制度活用したりという
意識が下からは弱い。三つ目には労働組合の役割
に積極的に地域社会へ連帯しようという姿勢が弱
く、四つ目にいろいろな社会運動のファクターが
集まる場所、共通意識の場所作りがうまくできて
いないという点を感じます。今言ったところを改
善していくと、共通の問題意識を持って当たると
格差社会での経済的問題、社会的アクセスの問題、
文化的な問題に対して有効に対応できるのかなと
思いますね。

中嶋 石塚さんがおっしゃったことを手近に実行
しようとするとき、ホームレス支援をいろいろな
グループと協力しましょうとすると、たいてい全
部出てきますね。ホームレスの方は通常、寄せ場
の場合ですと失業状態で路上を往還されるのが伝
統的な認識でしたが、今は女性の方でＤＶや欧米
型のランナウェイが増えています。背後にあるの
が貧困だけでなく家庭の複雑な環境など、ホーム
レスの方に、シングルイシューの集まりとして現
れているのです。ランナウェイのみで比較的早く
社会的復帰される方もあるし、複数の問題が現れ
ている方もいるし、現れ方もいろいろです。
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それともう一つ、支援団体が一定の分野に特化
するんです。例えば釜ヶ崎の場合は労働問題、か
つての新左翼の方々がおられるし、宗教系はアル
コール依存問題というふうに、それぞれの専門性
や蓄積をお持ちです。だから復帰プログラムをど
う組むかとなると、支援団体のみんなが集まらな
いとできないですね。それこそ創価学会の裾上げ
ボランティアも含めて、共通の言葉で共通のテー
マを設定することが試されているので、お互いの
個別性を認め合いながらどこで最大公約数をみる
か。私としてはそれが「医療」になるのではない
かなと思います。

後藤 先ほどのお話にホームレス経験のない若者
が自立支援センターに来るというのがあって、か
なりすごいことだと思いましたが、ホームレスと
普通の労働者の下層の境界が揺らぎ始めていると
いうことですよね。先ほど結婚率問題で申し上げ
たことですが、低い収入の非正規雇用や低収入の
正規雇用の若者たちがどういう住みかたをしてい
るのか、実はよくわからないのです。いままでホ
ームレスになる男性の基本的パターンは、寄せ場
から来る人と住み込み型の労働住宅・飯場から来
る人とでだいたい２／３になるだろうというデー
タがありましたが、普通のぼろアパートに１人で
住んでいる人が、ちょっと収入を絶たれたり病気
になったりすると、すぐに家を追い出される状況
になるのではないかと容易に想像できます。まだ
実証的には検証できていませんが。

中嶋 あるホームレス支援団体が電話相談をして
いますが、ホームレスではないけれどフリーター
の仕事が続かなくなったという相談が増えている
と、その団体の方がおっしゃっていましたね。

後藤 やはりそうですか。たぶん境界がかなり曖
昧になってきているのが大きな問題ですね。

前澤 だから明日にでもホームレス、つまり家が
なくなる条件というのは常に存在するわけですね。
以前、民医連の診療所の前にあるアパートの大家
さんから、アパートの住民が大変だからちょっと
来てくれと言われて行ってみたら、ホームレスと

いうか友達の部屋に居候している人が糖尿病で、
足が壊死していたということがありました。

後藤 その方は友達や大家さんがいてくれたから、
まだよかったですね。

中嶋 そういう友達のほかに、地方出身の方だと
小さい頃から気心の知れた親戚を転々とするとい
うこともありますね。あとは都会に出てきて、行
く場所がない方は、圧倒的にサウナとまんが喫茶
ですね。

前澤 ああ、確かに２４時間営業ですね。

後藤 でも、かなりお金がかかりますよね。

中嶋 そうです。だから最後は行く場所がなくな
ってしまうのです。

石塚 ＥＵでは政策として社会的排除や社会的統
合について一定程度の政策化が進められています。
日本は制度的にも、市民運動や社会運動側でもそ
の対応がまだ弱いという気がしますね。

●格差社会を連帯社会に変える代案
とは

石塚 最後に、テーマの「格差社会を連帯社会に
変える代案とは？」について、一言ずつお願いし
ます。

後藤 実際に運動側がどこまで出来る力を持って
いるかという話はおいておきまして、大きな枠組
みで見ると日本型雇用が壊れ、それなりに企業中
心に安定していた生活が一挙に崩れたわけですか
ら、とにかく社会保障と社会支援の網の目を作っ
て、仕事が不安定になっても低賃金のところに勤
めてもそれなりに何とかやっていける枠組みを作
るしかないと思います。その意味ではヨーロッパ
型福祉国家に日本の状態を近づける努力をしない
と、我々の子どもや孫はひどいことになるという
のがどう見ても明らかであると言えます。その上
でやらなければいけない課題もたくさんあります。
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特に若い人たちが子育てできる環境にあるかと
いうのがこれから大問題になると思いますので、
もう一度公営住宅や協同組合立住宅に大量の補助
をしたり、若い人向けの住宅補助をしたり、何が
必要かを考えて総合的な社会保障運動を出来ると
ころからしないといけないと思います。

石塚 住宅問題は日本では圧倒的に軽視されてき
た経緯がありますから、本当にそうですね。では
中嶋先生お願いします。

中嶋 基本的には同じ考えですが、現場で見てい
ますとＮＰＯや社会的企業に危うさを感じるのは、
安易に拡大路線に走って行政の下請け機関になっ
てしまう点です。そうすると生命線だったアドボ
カシー機能が落ちてきてしまう。ＮＰＯでホーム
レス支援に力をつけてきているところもあります
が、慎重に対応を見直す時期に来ているのではな
いかというのが一つです。
また、自分たちの主体性を磨きながら現場で勉

強できることはたくさんあるので、どんどん協力
をするべきだと思います。ただ現場の仕事だけに
埋没すると鳥瞰図が描けなくなるので、政策をど
う組み立てるのかというときには研究者や専門職
とのすりあわせ、タイアップが必要と思います。
具体化と実行に関しても、机上との間隙が埋めら
れていないので、そこの部分を試行錯誤すべきで
はないでしょうか。

石塚 フランスには日本語に訳すと「たまり場」
という、個別のＮＰＯ組織が集まって全体の鳥瞰
図を見渡せる場所がありますが、そういう動きは
参考になるかもしれません。では前澤さん、お願
いします。

前澤 地域での衣食住の確立が大きな課題だと思
います。そのためには地域がどうなっているのか
を知らなければいけないし、私たちの医療や福祉
の事業所に来てくれる人たちだけをみているので
はなく、もっと地域へ出かけていこうと、それは

民医連の原点ですが、もっとそれを進めようと、
私たちは地域実態調査を行っています。
例えば東京都杉並区というと高級住宅街という

イメージですが、民医連の診療所の周りはそうで
はなくて、ひとり暮らし世帯、老々世帯が多いの
です。７５歳以上の世帯を８０軒くらい訪問調査する
中でわかったのは、本当に引きこもりが多いこと
でした。このままだと１割は孤独死をするだろう
と、調査した診療所の事務長は語っていました。
この人たちと外との関わりをどうつくるか、隣人
とのつながりや診療所とのつながりでもいいし、
どう仲間をつくっていくか。私たちが実態調査を
やるのも大切だけれど、その結果を地域に返して
自治体と一緒にどういう地域にしていくか提起し
ながらやっていくことに、これからも力を入れて
いきたいと考えています。
また大田・品川・目黒区の社会保障推進協議会

では、自治体労働者と一緒に介護保険で地域がど
う変わったかの実態調査を進め、またこの３地域
で一緒にシンポジウムを開こうとしています。そ
んな草の根的な取り組みを住民に返す、自治体に
返す、自治体ぐるみで解決していく小さな一歩に
していきたいと思います。交渉・追求型ではなく
て懇談・提案型の運動をして、一緒に歩む人を増
やしていきたい、そんな中で私たちの持つ医療や
福祉の専門性を生かしていきたいと思っています。
私たちの社会的役割を生かした中での地域のネッ
トワークをつくりたいと思います。

石塚 私の言いたいところをきっちりとまとめて
いただきました（笑）。労働や社会保障の問題は
行政をどう変えるか、どう協力していくかという
のと不可分ですから、新しい実態を調査し提案し、
方策を考える必要があると思います。当研究所も
こういうことに少しでもお役に立っていきたいと
思います。今日はお忙しい中、ありがとうござい
ました。

（２００６年８月４日実施、文章中の資料は後藤道夫
先生提供）
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